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出入国管理に関する法案と論争（1969 年から1973 年）
─「生権力」の視座で─

土田 千愛

1. はじめに

1.1. 問題の所在と本研究の目的

出入国管理制度は、領域内に入ってくる人を条件によって「仕分け」、受け入れ国内に
「配置」し、労働許可の有無や条件などの「処遇」を決める（柄谷，2016：114）。法務省入
国管理局は、「文化、経済、政治、軍事等いずれかの分野に対してであれ、国際的な人的交
流によって生じる影響を考慮しながら、国の利益と公安の見地から、人的交流を調整又は規
制すること」と出入国管理を定義する（法務省入国管理局，1981：5）。国際慣習法上、各
国は、自由裁量に基づいて外国人の入国の可否を決められる（坂中・髙宅，1991：15）。入
国の自由がない以上、在留の権利も憲法上は保障されない（芦部，2019：95）1）。また、国
際慣習法上は、自国にとって「好ましくない」外国人を判断し、追放できる権利も保障して
いる（坂中・齋藤，2012：522）。
日本が本格的に出入国管理行政を開始したのは、明治時代にさかのぼるが、戦前の出入国
管理体制には共通点がある。第一に、内務省が所管し、外国人の出入国、在留の取り締まり
や取り調べは外事警察が担った。第二に、この体制は帝国議会を経た法律ではなく、勅令に
基づくものだった（大沼，1978：262-264）。特に、外事警察の管轄のもと、司法関係で外
国人を扱っていたため、「民主主義に反する」という批判を受け、国際慣行に沿った対応が
求められていた2）。総じて、戦前の出入国管理体制は、取り締まりの側面が強かった。
戦後は、GHQの占領下でこれまでの内務省令が廃止され、いわゆるポツダム政令として

設けられた「出入国管理令（以下、入管令）」に基づく出入国管理行政が展開された。入管
令は、国会での審議を経ずして制定された政令だが、昭和 56（1981）年の改正時には法律
としての効力が与えられ、現在も維持されているものである。
だが、サンフランシスコ平和条約締結後、入管令改正に向け、昭和 44（1969）年から昭
和 48（1973）年にかけて合計四回に渡り、改正法案が国会へ提出された過程があった。こ
れらの法案は、いずれも審議未了のまま廃案となったが、外国人の管理体制において、戦
後、国家主権を回復した日本が独立国家として動き出したことを象徴するものである。
この四本の法案に関する研究蓄積は、（元）法務省入国管理局職員による概説（辰巳，1969、
辰巳，1970、近藤，1972など）と法学者や弁護士を中心とした人権的側面からの批判的考察
（藤島・松山・和田，1969、日朝貿易会，1971、宮崎，1971a、床井，1981など）の二種
類に分けられる。前者は、それぞれの時代にどのような規定のもとで出入国管理行政が展開
されたのかを知る手がかりとなる資料である。後者は、人権的な見地から外国人、特に在日
の朝鮮半島出身者や台湾出身者を管理する制度という見方をし、問題点を指摘しているもの
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である。だが、いずれも日本政府が戦後の新たな潮流において、外国人の出入国管理に際し、
どのような意思を持ち、それらを法案に反映させ、どのような議論を交わしたのかを詳細に
記述しているものではない。また、人権を前提に検討を加えることで、出入国管理の対象で
ある外国人に対して働く「権力」の存在を見落としている。だが、出入国管理制度の在り方
や外国人の入国の可否に関する判断が、国家の自由裁量に委ねられている以上、政策内容の
変更によって外国人をいかようにも管理できる側面がこの制度にはある。
そこで、本研究では、日本の出入国管理体制の沿革において、国会での審議内容を中心に
廃案になった四本の法案の言説を読み解き、戦後、日本という国が外国人をいかに管理しよ
うとしたのか、その統治作用を「生権力」の視座から明らかにすることを目的とする。

1.2. 分析の射程
分析枠組みとして、本研究では、人々と社会が互いに構成し合う社会理論であるコンストラ
クティヴィズムの視座に立つ（Onuf，1989：36-37）。そのうえで、本研究では、Hajar（1995）
といった解釈主義者による言説分析の手法を援用する。言説分析は、言われたことや記述され
たことにおける規則性や変化と、その社会的背景や特定の語り方の社会的な影響を理解しよう
とする（Hajar，1995：44）。解釈主義は、対象となる問題がどのように構築されたのか、そ
れによって、どのように政策を変容させたのかを説明する（野村，2018：275）。
そして、政治過程における言説分析を踏まえ、外国人に対する管理の在り方を「生権力」
の視座で検討を重ねる。Foucault（2007）によると、「生権力」とは、ヒトという種の基本
的な特徴が政治的戦略の対象となったときに用いられるメカニズムの総体を指す。特に「安
全メカニズム」は、「生」が体制を揺るがしかねないときに、調整を行い、（国家の）安全を
確保するために国家の「権力」が「生」に介入するものであり、統治性の根本的な目的でも
ある（Foucault，2007：353、芹沢，2007：84）。Agamben（1998）は、「生権力」が働く
と、「権力」の様々な機構の内部に「人間の自然な『生』が次第に含みこまれていく」よう
になるという。この「権力」とは、一定の仕方で人間に関わり、「生」のあらゆる分野に行
き渡り、管理と制御の目的のために作用するものである（芹沢，2007：75、Cisney & 
Morar，2016：3）。このような「生権力」を分析の視角とし、本研究では、治安という安
全確保の名のもとに、外国人という「生」を管理すべき集合体とみなし、それらの「生」に
対して働く「権力」の有り様から国家の統治性を描く。
分析対象は、昭和 44（1969）年から昭和 48（1973）年に提出された法案の国会会議録
を中心に、その前後の出入国管理に関する法令と国会会議録の内容とする3）。そのため、一
次資料として関連する法令と国会会議録を用い、二次資料として同じ分析対象に焦点をあて
た法学者や法務省入国管理局（職員）などが手掛けた論稿を補完的に扱う。

2. 戦後の出入国管理体制

2.1. 戦後の占領下での出入国管理体制

第二次世界大戦に敗戦した日本は、降伏条項を実施するために連合国最高司令官（Su-
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preme Commander for the Allied Powers、以下、SCAP）によって間接統治を受けること
になった。日本の出入国管理も SCAPの指揮下に置かれ、終戦直後は日本人も含め占領軍
隊以外の内外人の出入国は一度、全面的に禁止された（法務省入国管理局，1981：74）。昭
和 20（1945）年 11月 3日に出された「日本占領及び管理のための連合国最高司令官に対
する降伏後における初期の基本的指令」は、日本に在留する外国人の取り扱いについて定め
た。その中で「連合国の捕虜及び流民が保護され且つ送還されることを確実にする」という
規定が設けられた4）。その後、昭和 21（1946）年 2月に「日本人の海外からの引き揚げ」
と「非日本人の日本からの引き揚げ」が行われた。後者に関して、同年 2月 17日に出され
た「朝鮮人、中国人、琉球人及び台湾人の登録に関する覚書」を受け、同年 3月 1日から
該当者の登録が開始された（法務省入国管理局，1970：40-41）。その結果、「解放国民」と
された 200万人以上に及ぶ旧日本国民の朝鮮半島出身者の任意帰国が進んだが、一部は経
済的に不安定な祖国の状況をみて、占領軍指令に違反する形で日本へ引き返した。一方で、
旧日本国民の台湾出身者は「戦勝国民」とされたが、中華民国政府が認める公用者以外は、
一般外国人と同様に日本の出入国管理の対象として扱われた（竹内，1995：169）。同年夏
から朝鮮半島出身者の引き揚げが低迷すると、日本国内に継続して残留する朝鮮半島出身者
や台湾出身者が数十万人にのぼった。同時に、ほかの外国人の居住状況や多くの不法入国者
の存在が把握されず、これは、戦後の秩序回復のためにも放置できない問題とみなされるよ
うになった（法務省入国管理局，1970：42-43）。

2.2. 「出入国管理令」について
戦後、日本政府は、SCAPの指令のもとで、日本に入国する外国人の滞在に関する管理を

行ってきた。昭和 24（1949）年 8月 10日に「出入国の管理に関する政令」が交付されると、
外務省に入国管理部が設置され、正規の出入国の管理を所管し、不法入国者の取り締まりや
送還も担うことになった5）。関連して、外国人登録は法務府民事局、違反の取り締まりは法
務府検察局、不法入国者の収容は厚生省引揚援護庁、護送や送還は国家警察が担うというよ
うに、事項によって担当する所管が分かれた（法務省入国管理局，1981：78-79）。そのため、
外務省の附属機関として「出入国管理連絡調整協議会」が設置され、出入国の管理、不法入
国者の取り締まりや送還について、関係行政機関間の連絡調整を図ることになった6）。
昭和 25（1950）年 2月 20日には、SCAPより国際慣行に則った出入国管理の法令や管

轄する機構を設けるよう覚書が出された。さらに、同年 9月 15日付の「入国に関する覚書」
では、第一に、不法入国者や不法残留者の収容の手続きを司法保護組織や警察組織と全く別
の機構が担い、第二に、正規入国と不法入国を一体化させた出入国管理全般を担う統一的な
機構の設置が要請された（法務省入国管理局，1981：79）。そこで、同年 9月 30日に政令
として「出入国管理庁設置令」が制定され、同年 10月 1日に、外務省の外局として出入国
管理庁が設置され、外国人の出入国の管理、外国人登録令による外国人の登録及び退去強制
に関する業務全般を担うことが決まった7）。このようにして、SCAPの要請に基づき、日本
の出入国管理を所管する独立機構が設置された。また、同令にて退去強制に関して退去強制
令書の執行の対象者を一時的に収容する施設が出入国管理庁内に設置された。同庁の入国審
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査官が退去強制令書を発布し、入国警備官がそれを執行し、収容所の警備を行うことになっ
た8）。
しかし、依然として退去強制等の手続きが司法手続きを基礎としている点が国際慣行に
則っていない、と指摘があり、昭和 26（1951）年 2月 28日に新たにポツダム政令として
「不法入国者等退去強制手続令」が制定された。だが、この法令の実施は難しく、出入国全
般に関する包括的な管理令の制定を求める勧告が出された9）。それを受け、同年 10月 4日
には、国際慣行に則り、政令として外国人の出入国、滞在について規定した入管令が制定さ
れ、同日に公布された「入国管理庁設置令」を受け、出入国管理庁は、入国管理庁と改称さ
れた（法務省入国管理局，1970：45）10）。こうして、出入国管理に関する規定と機構ともに
国際慣行に基づくとした出入国管理体制ができた。ただし、「入国管理庁設置令」と入管令
について、鈴木一政府委員は、「この二政令は連合国軍総司令官の出入国管理の権限との関
連におきまして、ただちに法律化できない実情に置かれていたので、とりあえずポツダム政
令として」分布、実施されたと述べている11）。したがって、この頃の出入国管理体制は、常
に SCAPからの要請を受けて変更が重ねられており、入管令等が法律化できなかった背景
にも SCAPの権限が根強く影響していたことが分かる。
入管令の目的は、「本邦に入国し、又は本邦から出国するすべての人の出入国の公正な管
理について規定する」としている12）。そもそも入管令は、内外人の出入国を一本化した「米
国移民国籍法（Immigration and Nationality Act）」をもとにつくられた（竹内，1995：
179）。竹内（1995）は、規定にある「すべての人」について、日本人と一般外国人はとも
に、公正に管理されなければならないという SCAPの心理的感覚が織り込まれたものと推
察している。しかしながら、その中身は、もっぱら日本へ出入国する外国人に対する規定か
ら成る。内容をみると、入国制限や退去強制の事由については、先進諸国同様の規定を設け
ており、その手続きは、「人権保障を旨とし、民主的な運営」を行うとされた13）。したがっ
て、入管令では、外国人を対象に法令の規定と運用ともに、国際慣行を基調にした人権尊重
を目指した。
昭和 27（1952）年 3月 19日の第 13回国会に、内閣によって閣法として提出された「ポ

ツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法
律案」が可決されると、SCAPによる入国許可制度や占領に付随する諸規定が削除された。
一方で、入管令と「入国管理庁設置令」に関しては、法律としての効力が与えられ、その
後も存続することが決まった14）。国会では、入管令が法律として提出されなかった理由に
ついて問われたが、入管令は SCAPから日本へ権限移譲されてから日が浅く、入管令の原
則である「国際慣例によりまして民主的な外国人の扱いをする」ことに「変更するものは
一つもない」という考えが伝えられた15）。それゆえ、この段階では、法律として抜本的に
政令を修正するには時期尚早であり、原則をとっても修正する必要性がないため、とりあ
えずの対処をするという決断に至ったと言える。だが、入管令は国会で審議されることな
く占領軍の意向を反映させてつくられた経緯から、占領の継続ではないか、という疑念の
声もあがった16）。なお、同年 7月に公布された「法務府設置法等の一部を改正する法律」
により、法務府は法務省と改称され、入国管理庁は入国管理局として法務省内に置かれた。
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3. 「出入国管理令」改正に向けて提出された法案の特質

3.1. 提出背景と目的

法務省入国管理局内では、昭和 36（1961）年頃から入管令の改正計画が進められてきた。
昭和 42（1967）年には、法務省内に「入管法改正準備委員会」が設置され、改正が本格始
動した17）。昭和 44（1969）年から昭和 48（1973）年まで合計四回に渡り、内閣によって
閣法として提出された改正法案の提出理由は、以下の通りである18）。

「最近における出入国管理に関する状況等にかんがみ、これらの状況に即応して、出入
国管理令を廃止し、新たに本邦に入国し、又は本邦から出国するすべての人の出入国を
公正に管理するための法律を制定する必要がある。」19）

言い換えると、昭和 26（1951）年制定の入管令が 17年間維持されてきた結果、規定内容
が社会環境の変化にそぐわなくなり、いわゆるポツダム政令として存続していることが国際
的、国内的に望ましくないため、独立国として立法化が求められた（ぎょうせい，1969：5）。
具体的に、入管令が現況にそぐわない点として、第一に、日本への出入国者数の急増があ
る。これは、外来の主な移動手段が船舶から航空機に変わった結果である20）。根拠として、
入管令が制定された昭和 26（1951）年の日本への出入国者数はごくわずかだったが、昭和
41（1966）年からは年率 15%の割合で増加しているという統計が示された21）。また、外国
人の増加に伴い、日本にとって「好ましからざる」外国人が入国する事例もあげられた22）。
彼らの中には、詐欺的な販売行為、無許可の興行活動、「好ましからざる」営利活動などで
不正を働き、不当に利益を得ようとする者や政治や諜報活動に従事する者が含まれていた
（辰巳，1969：20）。端的に言えば、「好ましからざる」外国人とは、国益、公安を害するお
それのある者を指す23）。そうした外国人の将来的な増加を見込み、その対策に向けた改正を
急務としたのである。
第二に、入管令では観光目的以外に短期的な滞在を認める在留資格がなかったため、資格
外活動を行う者の存在があった。また、同時期に、国際民間航空機関（ICAO）や経済協力
開発機構（OECD）などの国際機関が短期間の国際旅行の自由化を推進し、日本に対して
出入国管理手続きを煩雑化しないことを要請していた（辰巳，1969：20）。そのほかにも在
留資格制度がよく機能せず、在留の管理が強制退去に偏るなど課題があげられた24）。
総じて、改正を通じ、現況に即した在留資格の合理化と在留管理の手続きの簡素化を目指
した。しかし、これらの改正法案には、規定や運用に入管令にある差別的な考え方を継承し、
拡大しているという反対声明が各種団体から出された（宮崎，1970：179，189-198）25）。

3.2. 「出入国管理令」との主な相違点
次に、四本の改正法案と入管令の相違点を主に三つの観点から概説する。
第一に、「短期滞在者」の在留資格を新設し、適用項目を拡大した。前述したように、実
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情として、外国人の出入国者数全体の大多数が入管令の「観光客」の在留資格で入国してい
たが、観光以外の目的で滞在する者が急増していた26）。こうした短期滞在の目的の多様化を
受け、観光に加え、「スポーツ、親族の訪問、会合への参加または業務連絡等」を含み、そ
の在留期間を 90日間とした。さらに、寄港地上陸や通過上陸などの対象者も拡大し、査証
が不要である「一次上陸」の対象範囲も広げ、国際旅行の途中に日本での観光を希望する外
国人の手続きを容易にすることを目指した27）。
第二に、在留中の規制項目として主に四つの規定を設けた。その内容とは、①法務大臣は
必要に応じて、外国人が在留中に遵守すべき事項を定められること、②在留資格外の活動を
行った場合は、「中止命令」を発し、「中止命令」に違反して初めて退去強制手続きがとられ
ること、③在留期間の延長が認められない場合においても、出国準備に必要な期間の在留を
許可できるようにしたこと、④関係諸機関の通達により、重大な犯罪で訴追されている外国
人の出国を一定期間留保し、国外逃亡を防止することである28）。中でも③については、従来
の 7日間という出国準備期間があまりにも短いという批判を受け、15日間の猶予期間を与
えると修正し、その間の自費での出国も可能にした29）。自費出国については、「世界人権宣言」
第十三条第二項や「市民的政治的権利に関する国際規約」第十二条を引き合いに、立ち去る
自由が認められる点で、入管令より前進したという評価もある（宮崎，1971a：80-81）30）。
第三に、在留中の便宜を図るために、いくつかの緩和条項を設けた。例として、①永住者
には、再入国期間の延長が認められるようにしたこと、②退去強制手続きに必要な収容を緩
和したこと、③容疑者の収容期間を短縮化したこと、④法務大臣による上陸や在留の特別許
可について本人からの出願が許可されたことがある31）。中でも①については、再入国の許可
を受けて出国した者が有効期間内に帰国できない場合に、日本国領事館等に委任する形で一
年を越えない範囲で延長を可能とする規定が新設された32）。また、従来は再入国を一回とし
ていたところ、「日本に在留する外国人の利益に沿うように」、数次再入国を可能とした33）。

4. 「出入国管理令」改正に向けて提出された法案の争点

本章では、複数ある改正点の中から四本の法案の特徴を顕著に表している「遵守事項」と
「収容」の二点を取りあげる。その他の項目の検討については今後の研究課題としたい。

4.1. 遵守事項
まず、「遵守事項」について、法案には、

「法務大臣は、必要があると認めるときは、あらかじめ、上陸許可を受けようとする
外国人に対し、その者が本邦に在留するについて遵守すべき活動の範囲その他の事項を
定めることができる。
法務大臣は、前条の上陸許可をする場合において、必要があると認めるときは、当該
許可に係る外国人に対し、その者が本邦に在留するについて遵守すべき活動の範囲その
他の事項を定めることができる。」34）
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と明記されている。これは、入管令にはなかった新設の条項である。入管令の在留資格制度
では、職種等の変更や職業的活動以外の活動を規制する規定がなかった（辰巳，1969：
21）。そのため、従来は、「来る人の種類」によっては「事実上、こうしてもらっては困る、
（中略）こういうことはお慎み願いたい」と、本人あるいは身元引受人のような保証人に誓
わせる形で誓約書の執筆を求めたり、口頭で約束したりして運用してきたという35）。しかし
ながら、従来のやり方では違反への対処が不十分だとし、外国人の入国に際し、法務大臣が
任意に「遵守事項」を付加できるよう、縦割りの「在留資格」に横割りの規定を法律に明記
しようとしたのである（宮崎，1971b：40）。
「遵守事項」が設けられた背景として、これまでの入管令の運用実績や諸外国の事例にか
んがみ、

「よりきめのこまかい規制を外国人の入国及び在留について行なったほうがより公正な
管理ができるんじゃなかろうかという考えに到達いたしましたわけでございまして、そ
のきめのこまかいと申しますか、きめこまかく規制するものとして考えられたのが（中
略）これの遵守事項の規定でございます。」36）

と、要するに、法務省入国管理局側には、「遵守事項」の規定を設け、外国人に対する規制
を細分化することで、より公正な在留管理を目指したいという狙いがあった。
「遵守事項」は、「最小限度」のことを検討しており、法務大臣が必要と認める場合に限
り、定めることができる。そういう意味では、行政官庁に「遵守事項」を定める権限を持た
せることができると説明された37）。また、「必要があると認めるときは」という文言の通り、
対象となる外国人は全員ではないことが強調された38）。加えて、「遵守事項」が社会情勢に
よって特定しがたいものであり、明文化することで情勢の変化に適応できなくならないよ
う、弾力的に運用できる余地を残し、条文には載せなかったとした39）。
だが、昭和 44年法案の段階では、「遵守すべき事項を定めることができる」と簡潔に説
明されていたところ、昭和 47年法案では、日本人の職域を侵害すると認められる場合にお
いて、在留資格の活動の範囲内で活動の種類や場所を指定することができるようにした旨が
述べられた。さらに、昭和 48年法案では、在留資格を一定の身分や活動で規定することを
明らかにし、国民の職域等に影響を及ぼす外国人の在留活動に対処できるよう調整を図るな
ど、法案の修正過程で指定するものがより具体化していった40）。
「遵守事項」の内容は、①「在留資格の範囲内における職業または職業的社会活動の指定」、
②「相互主義による制限」、③「政治的行為の制限」の主に三点である41）。
まず、①が掲げられた背景として、例えば、「技術研修生」の在留資格にある者が契約と
は別のところへ移り、事実上、低賃金労働をしている場合であっても、厳密には資格内の
活動であるため、現行令では取り締まる方法がないという実情があった42）。問題の根底に
あるのは、大まかに規定された在留資格だとし、日本に入国する際の目的から逸脱しない
よう、在留資格の範囲内において、活動の内容や場所を指定することができる、という改
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正点が提示された43）。具体的には、在留資格別に、業務や勤務先の指定、受け入れ期間や
研修場所と研修事項の指定、興行の種類や場所の指定、職業の種類や収容先の指定などが
あげられた44）。
法務省入国管理局側は、米国、英国、スイス、オランダなどの先進国を例に、諸外国でも
自国民の職域を不当に侵害されないよう、外国人の入国、在留を許可する際に活動内容に条
件をつけることは一般的なことである。むしろ、欧州諸国の方が自国民と異なる特別な就業
や営業に許可を要するため、日本だけが厳格なのではないと主張した（近藤，1972：39）45）。
一方で、日本弁護士連合会などからは、活動の内容、場所、機関などの細かい指定は不当だ
という見方を示し、在留資格の区分による活動制限のみで十分だとする意見が出された（日
本弁護士連合会，1971：107）。また、弁護士の中には、これらの細分化した規定を在留活
動に関する管理の強化だとみなす者もいた（藤島・松山・和田，1969：44）。以上より、こ
れらの規定内容からは、日本人にとって職業上の不利益を生じさせないことを目的に、就業
に関して日本へ入国した外国人の在留管理を徹底しようとする意図がみられる。
②は、出身国によっては外国人が旅行する際に、訪問先となる旅行地域や旅行区域、旅行
経路、さらに旅行の期間や期日など、「最小限」の旅行の予定を事前に届け出が必要な場合
があり得るというものである。これも必ず適用されるわけではないとされた46）。結果的には
承認国と未承認国の間に差が生じることになるが、条約等での相互主義を引き合いに、未承
認国との間には条約がないため、待遇などに若干の相違があることはやむを得ないという政
府の見解も示された47）。しかし、これに対し、未承認国出身者の入国や在留管理を厳重な統
制下に置こうとするものではないか、といった批判が投げかけられた（辰巳，1970：75）。
特に論争となった③は、具体的には、第一に、日本の機関で決定された政策の遂行を妨害
するような集会、示威運動の組織、それらへの参加や演説、文書、図画の頒布の禁止があげ
られた。第二に、日本と諸外国との国際的な友好親善関係を阻害するおそれのあるような集
会、示威運動の組織、それらへの参加や演説、文書、図画の頒布の禁止を想定していること
が示された48）。これらも必要がある場合に起こり得るものであり、いずれの内容も「在留資
格の範囲を逸脱させないことを目的としている」とされた49）。したがって、国内政治と外交
関係に何らかの影響を与えるような外国人による「政治活動」の禁止を定めたものと捉えら
れる。そもそも、主要国では外国人の「政治活動」を規制している一方で、日本では、これ
まで国益や公安を害する行為であると法務大臣が認定するなど、極端な場合にのみ適用され
ていた。そこで、前述した二点を掲げ、「政治活動を行なっている者に対する規制を法制化
し、規制の対象範囲を明確に」しようとしたのである（日朝貿易会，1971：13）。
しかし、前述の具体的な条項を受け、思想・言論・集会結社の自由は、憲法でも外国人に
対して保証されるべきものであり、「政治活動」とみなして禁止することは、内外人平等主
義の側面から好ましくないと反対する意見が出された（宮崎，1971a：78、宮崎，1971b：
41）。特に、昭和 46年法案の提出に際し、自民党法務部会において、永住者と「日本国に
居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定」による
「特別永住者」の在日韓国人は適用から除外する一方で、在日の朝鮮出身者や台湾出身者に
は適用するとしたため、後者に対する統制とみなし、改正法案も入管令同様に治安立法の性
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格を備えたものであるという非難の声があがった（宮崎，1971b：41）50）。戦後間もない時
期だったこともあり、市民側は、統制を思わせる文言に敏感に反応したことがうかがえる。
そうした強い反発を受け、その後の改正法案では、朝鮮半島出身者や台湾出身者などを含め
戦前から長期的に日本に在留している外国人は適用除外と修正したが、依然として一般外国
人は適用対象として条項は残されることになった51）。だが、法務省入国管理局側からは、国
際法上、外国人の「政治活動」の規定は各国で自由に定められるものであり、前述した条項
は外国人が在留国において当然慎まなければならず、独立国であれば規制しなければおかし
いという見方が示された（近藤，1972：39）。
以上より、政府側にとって「遵守事項」は、在留管理制度の合理化を目指したものだった
が、その内容は、外国人という個人の自由や行動や権利を行政機関が無制限に規制できるも
のとみなされ、市民の反感を招いたことが分かる。

4.2. 退去強制手続きに係る収容
退去強制手続きに係る収容について、四本の法案では、①収容要件の緩和と②収容期間の
短縮化の二点により、外国人の人権尊重が目指された52）。
まず、①について、入国警備官が容疑者を退去強制の対象者に該当すると疑うに足りる相
当な理由がある場合に収容令書により収容が可能であるという点は入管令と同様である53）。
しかし、改正法案では、「地方入国管理官署の長は、入国警備官から収容令書の発布の請求
があった場合においても」、収容令書を発布しないことができる例外を規定した。具体的に
は、①刑事訴訟等で身柄を拘束されている者、②老幼や疾病などの身体の状況が収容に堪え
られないと認められる者、③逃亡のおそれがなく、かつ収容を猶予すべき事情があると認め
られる者がその例外に該当する54）。これによって、退去強制手続きを進める場合には、容疑
者を必ず収容しなければならないという点を改め、前述のように一定の事由が認められる者
については、収容することなく退去強制手続きを進められるとした55）。
さらに、昭和 48年法案では、前述の三つの条件に限らず、退去強制事由が明らかで容疑
者が逃亡、または逃亡のおそれがある場合に限り、収容令書を発布し、入国警備官に容疑者
を収容させることができるとした56）。そもそも入管令では、退去強制手続きが進行し、退去
強制手続きが執行されるまでの期間は全員収容するという「全件収容主義」がとられてい
た。これは、現行の「出入国管理及び難民認定法」においても同様であり、収容に関する条
文は入管令と変わらない57）。そのため、髙橋は、特に昭和 48年法案の収容要件について、
「逃亡するに足りる理由がない場合には、行政府であっても収容できないというもの」と解
釈し、これを「全件収容主義の廃止」と評価している（髙橋，2016：77）。
以上より、収容を除外される者に関する条項は、身体の状態やその他の猶予すべき事由を
配慮しただけでなく、それらを具体的に列挙し、対象者を明確にした規定であると言える。
国会の審議過程の記録からは、本件に関する質疑等は見当たらなかったが、改正法案の立案
過程で収容が除外される者をより限定していったことは、特筆すべき改正過程である。ま
た、出入国管理に関する法令の沿革において、昭和 48年法案だけは、「全件収容主義」の
廃止を目指した唯一の法案である。
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次に、②について、例えば、昭和 47年法案に関する審議では、前尾繁三郎国務大臣が
「収容できる期間も短縮し、人権の保障を全うするようにした」と述べている58）。具体的に、
昭和 44年から昭和 48年のいずれの法案においても、容疑者を収容できる期間は、「収容を
開始した日から起算して 20日以内」とし、ただし、「やむを得ない事由があると（認める
と）きは、20日を限り延長することができる」と規定している59）。もともと入管令では、
収容できる期間を 30日以内とし、「やむを得ない事由があると認めるときは、30日を限り
延長することができる」と規定していた60）。それゆえ、改正法案では、収容期間を入管令の
60日間以内から 40日以内へと短縮することが目指された61）。しかしながら、現行の「出入
国管理及び難民認定法」では、入管令と同様に収容期間が規定されている62）。
以上より、四本の法案は、①収容要件の緩和と②収容期間の短縮の両面において、入管令
と現行法よりも外国人の人権が重んじられた発案だったと言える。いずれも運用上で考慮し
ていく、といったような不明瞭なものではなく、法律上に基準とも言える規定を明文化し
た。

5. おわりに

入管令は、「難民の地位に関する条約」及び「難民の地位に関する議定書」への加入に際
し、昭和 56（1981）年に現行法にも繫がる改正が行われた。同年 4月 24日の第 94回国会
に内閣によって閣法として提出された「出入国管理令の一部を改正する法律案」での審議内
容から両者を比較すると、二つの観点から四本の法案が廃案になった理由と相違点が導き出
せる。
第一に、四本の法案が全面改正であったのに対し、昭和 56年の改正法案は部分改正であ

る点で異なる。具体的に、前者の立法作業では、形式的に法令を廃止し、新たな法律を制定
することを目指し、在留資格制度についても抜本的な見直しを図った。一方で後者は、時代
の要請に応じ、長期に渡り日本に在留する外国人の法的地位の安定化に主眼が置かれた63）。
部分改正に徹することで、必要最小限で実現可能な見直しが行われたと言える。
第二に、四本の法案に盛り込まれていた「政治活動」規制の条項が削除された。鍛冶清委
員は、この条項が大問題となり、四本の法案が廃案に追い込まれたという見解を示した。憲
法上の基本的人権の保障は広く外国人にも適用されるという解釈から、外国人の「政治活
動」を全面的に規制する条項は入れなかったという理由があげられた64）。だが、国家の意思
決定やその実施に対して影響を与えるような活動を行った場合は、当該外国人が「退去強
制」の対象となることに変わりはなく、新たな在留資格制度の運用において対応できるとし
た65）。つまり、条項を設けなくとも、運用上、「政治活動」の規制は可能であり、外国人の
ある活動が国内政治や外交関係に何らかの影響があるとみなされた場合には、「政治活動」
を規制するという姿勢は一貫している。
最後に、四本の法案の政治過程における言説分析を踏まえ、「生権力」の視座で、戦後、
国家主権を回復した日本が、外国人をどのように管理しようと目指したのかを分析する。
入管令の出発点は、戦後の秩序回復に向けた外国人の居住や不法入国者の存在の把握に
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あった。入管令でも四本の改正法案でも、その目的はすべての人の出入国の公正な管理とし
ている点で共通している。「すべての人」という言葉は外国人を指し、特に国益や公安を害
するおそれのある「好ましからざる」外国人は規制の対象とみなされた。この点を踏まえる
と、そうした外国人の「生」が体制を揺るがしかねない、「安全メカニズム」で注視される
「生」になったと言える。そもそも在留資格には、外国人を国内に配置し、管理する性質が
ある。そのため、在留資格の合理化を通じて、外国人の「生」のあらゆる側面に、管理と制
御が働く様子が観察できる。
総じて、規制的な要素の強い「遵守事項」には、外国人に対して行使される「生権力」が
強まる一方で、便宜が盛り込まれた「退去強制に係る収容の緩和」の規定では、「生権力」
が弱まる様子が確認できる。
まず、「遵守事項」の規定は、自国民や国家にとっての利益の最大化と諸外国との外交関
係への影響が念頭にあった。そして、外国人の「生」に国家の「権力」が介在し、全体的な
調整を目指そうとしたと言える。在留中の活動内容や場所の指定、旅行情報の届け出、「政
治活動」の対象範囲のきめ細かい規定による規制は、それを如実に表している。つまり、こ
れらの主に三つの外国人の在留中の活動が、国家の安全保障に関わる問題と結びついたた
め、在留中の外国人の自由に制限が課されたと考えられる。そして、四本の法案が廃案に
なった後の出入国管理体制においても、特に「政治活動」の規定については、たとえ法律に
明文化されていなくとも、運用においてこのアイディアが受け継がれるものとなった。
他方で、「退去強制に係る収容の緩和」の規定は、身体などの状態を考慮し、収容期間を
短縮化して配慮の拡大を図りつつ、最終的には不必要に身柄を拘束しないことを目指した点
で、管理の対象だった「生」が一定の自由を獲得したと言える。しかし、「生」は完全に野
放しにされたのではない。収容は、いわば、人間の行動を直接禁止し、規律によって統制す
るものであり、「生権力」とは別の性格を有する「権力」が作用する。したがって、強制手
続きが執行されるまでの期間、国家の定めた範囲内で在留中の自由が認められる以上、「生」
に対する国家の間接的な介入は継続されている。収容の対象から除外される者の「生」に対
して働く「権力」は、ミクロなレベルからマクロなレベルへと変容したことを意味する。ま
た、収容期間の短縮化は、ミクロなレベルで行使される「権力」の作用期間が短期化したと
捉えられる。
以上より、本研究では、「生権力」の視座から、廃案となった四本の法案の規定に関する
論争を中心に、戦後、国家主権を回復した日本が目指そうとした外国人の出入国管理体制に
ついて論じた。国家の「権力」が外国人の「生」にどのように作用するかを分析すること
で、出入国管理体制の政治過程から国家の統治の有り様を導き出すことは、国家の目指す方
向性を考えるうえで今後も重要な研究課題であり、引き続き検討を重ねる必要がある。
最後に、本研究は公益財団法人村田学術振興財団による研究助成を受けた研究の一部であ
ることを付記し、同財団に謝意を表したい。
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註

1） だが、これは、決して入国拒否の判断に恣意的な決定を許すものではない。
2）「第 13回国会参議院外務・法務連合委員会会議録第 1号」、昭和 27年 4月 3日、14頁、鈴木
一政府委員（入国管理庁長官）による発言より。

3） 本研究では、法律だけでなく、勅令や政令も含め、「法令」と称する。
4）「日本占領及び管理のための連合国最高司令官に対する降伏後における初期の基本的指令（Basic 

Initial Post Surrender Directive to Supreme Commander for the Allied Powers for the 
Occupation and Control of Japan（JCS1380/15））」、昭和 20年 11月 3日、第一部「一般及び
政治」、第八条「捕虜、連合国人、中立国人、その他の者」より。

5）「出入国の管理に関する政令」、昭和 24年 8月 10日、第二条「入国管理部の設置」、第三条「入
国管理部の事務」より。

6） 同上、第五条「出入国管理連絡協議会」より。
7）「出入国管理庁設置令」、昭和 25年 9月 30日、第二条「設置」、第三条「任務」、第四条「権限」
より。

8） 同上、第七条「入国審査官及び入国審査官補」、第八条「入国警備官」、第十一条「入国者収容所」
より。

9）「第 13回国会衆議院外務委員会議録第 12号」、昭和 27年 3月 25日、6頁、鈴木一政府委員（入
国管理庁長官）による発言より。

10） なお、入管令制定に伴い、出入国管理に関する規定部分が「外国人登録令」から削除された。
11） 前掲書、昭和 27年 3月 25日、6頁、鈴木一政府委員（入国管理庁長官）による発言より。
12）「出入国管理令」、昭和 26年 10月 4日、第一章「総則」（目的）第一条より。
13） 前掲書、昭和 27年 3月 25日、7頁、鈴木一政府委員（入国管理庁長官）による発言より。
14）「第 13回国会衆議院外務委員会議録第 11号」、昭和 27年 3月 20日、9頁、石原幹市郎政府委
員（外務政務次官）による発言より。

15） 前掲書、昭和 27年 3月 25日、10頁、戸叶里子委員と鈴木一政府委員（入国管理庁長官）に
よる討論より。

16）「第 13回国会参議院外務・法務連合委員会会議録第 1号」、昭和 27年 4月 3日、9頁、羽仁五
郎委員による発言より。

17）「第 61回国会衆議院法務委員会議録第 25号」、昭和 44年 7月 2日、1頁、中川進政府委員（法
務省入国管理局長）、猪俣浩三委員による発言より。

18） 昭和 44（1969）年には、「出入国管理法案（閣法、内閣提出第 90号、以下、昭和 44年法案）」、
昭和 46（1971）年には「出入国管理法案（閣法、内閣提出第 97号、以下、昭和 46年法案）」、
昭和 47（1972）年には「管理」という言葉が外れ「出入国法案（閣法、内閣提出第 87号、以下、
昭和 47年法案）」、昭和 48（1973）年には「出入国法案（閣法、内閣提出第 92号、以下、昭和
48年法案）」として提出が重ねられた。

19）「第 61回国会衆議院法務委員会議録第 18号」、昭和 44年 5月 27日、18頁、「理由」より。
20）「第 61回国会衆議院法務委員会議録第 22号」、昭和 44年 6月 17日、1頁、西郷吉之助国務（法
務）大臣、中川進政務委員（法務省入国管理局長）による発言より。

21） 同上、1頁、及び、「第 61回国会衆議院法務委員会議録第 23号」、昭和 44年 6月 24日、1頁、
中川進政府委員（法務省入国管理局長）による発言より。

22）「第 61回国会衆議院法務委員会議録第 20号」、昭和 44年 6月 10日、1頁、西郷吉之助国務（法
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務）大臣による発言より。
23） 前掲書、昭和 44年 7月 2日、6頁、中川進政務委員（法務省入国管理局長）による発言より。
24） 前掲書、昭和 44年 6月 17日、1頁、西郷吉之助国務（法務）大臣による発言より。
25） 例えば、在日朝鮮人総合連合会中央常任委員会、在日韓国人法的地位委員会、「出入国管理法案」
の撤回を要請する世界各国の在日留学生の集い、出入国管理法案反対キリスト者国際連帯会議な
ど。

26）「第 71回国会衆議院法務委員会議録第 26号」、昭和 48年 5月 11日、23頁、田中伊三次国務（法
務）大臣による発言より。

27） 前掲書、昭和 44年 5月 27日、18頁、及び、前掲書、昭和 44年 6月 10日、1頁、西郷吉之
助国務（法務）大臣による発言より。
「第 68回国会衆議院法務委員会議録第 28号」、昭和 47年 6月 2日、1頁、前尾繁三郎国務（法
務）大臣による発言より。
前掲書、昭和 48年 5月 11日、23頁、田中伊三次国務（法務）大臣による発言より。

28） 前掲書、昭和 44年 5月 27日、18頁、及び、前掲書、昭和 44年 6月 10日、1頁、西郷吉之
助国務（法務）大臣による発言より。

29）「第 71回国会衆議院法務委員会議録第 45号」、昭和 48年 9月 11日、5頁、吉岡章政府委員（法
務省入国管理局長）による発言より。批判については、日朝貿易会（1971）を参照のこと。

30） なお、「世界人権宣言」第十三条第二項では、「すべて人は、自国その他いずれの国をも立ち去
り、及び自国に帰る権利を有する」と規定し、「市民的政治的権利に関する国際規約」第十二条
では、「すべて人は、いずれの国（自国を含む）からも自由に離れることができる」と規定して
いる。

31） 前掲書、昭和 44年 6月 10日、1頁、西郷吉之助国務（法務）大臣による発言より。
これにより、再入国の許可を受けて出国した者の外国における長期滞在が可能となった。
前掲書、昭和 47年 6月 2日、2頁、前尾繁三郎国務（法務）大臣による発言より。

32） 前掲書、昭和 48年 5月 11日、25頁、吉岡章政府委員（法務省入国管理局長）による発言より。
33） 前掲書、昭和 48年 9月 11日、5頁、吉岡章政府委員（法務省入国管理局長）による発言より。
34）「出入国管理法案」、昭和 44年 3月 31日、第三章「上陸」第一節「上陸許可」（遵守事項）第
八条より。

35） 前掲書、昭和 44年 6月 17日、3頁、中川進政府委員（法務省入国管理局長）による発言より。
36）「第 61回国会衆議院法務委員会議録第 28号」、昭和 44年 7月 22日、6頁、辰巳信夫説明員（法
務省入国管理局参事官）による発言より。

37） 同上、7頁、中川進政府委員（法務省入国管理局長）による発言より。
38） 前掲書、昭和 44年 6月 17日、2頁、中川進政府委員（法務省入国管理局長）による発言より。
前掲書、昭和 44年 7月 22日、6頁、辰巳信夫説明員（法務省入国管理局参事官）による発言より。

39）「第 61回国会衆議院法務委員会議録第 27号」、昭和 44年 7月 8日、5頁、中川進政府委員（法
務省入国管理局長）による発言より。

40） 前掲書、昭和 44年 6月 10日、1頁、西郷吉之助国務（法務）大臣による発言、及び、前掲書、
昭和 47年 6月 2日、1頁、前尾繁三郎国務（法務）大臣による発言、及び、前掲書、昭和 48年
5月 11日、23頁、田中伊三次国務（法務）大臣による発言より。

41） 前掲書、昭和 44年 7月 22日、6頁、辰巳信夫説明員（法務省入国管理局参事官）による発言
より。

42） 前掲書、昭和 44年 6月 17日、3頁、中川進政府委員（法務省入国管理局長）による発言より。
43） 同上、3-4頁、中川進政府委員（法務省入国管理局長）による発言より。
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44） 前掲書、昭和 44年 7月 8日、3頁、中川進政府委員（法務省入国管理局長）による発言より。
45） 前掲書、昭和 44年 6月 24日、2頁、辰巳信夫説明員（法務省入国管理局参事官）による発言
より。

46） 前掲書、昭和 44年 6月 17日、3頁、及び、前掲書、昭和 44年 7月 8日、3頁、中川進政府
委員（法務省入国管理局長）による発言より。

47） 前掲書、昭和 44年 7月 2日、9頁、愛知揆一国務（外務）大臣による発言より。
48） 前掲書、昭和 44年 6月 17日、4頁、及び、前掲書、昭和 44年 7月 2日、6頁、及び、前掲書、
昭和 44年 7月 8日、3頁、中川進政府委員（法務省入国管理局長）による発言より。

49） 前掲書、昭和 44年 6月 17日、4頁、鍛冶良作委員による発言より。
50） 例えば、在日朝鮮人等の人権擁護団体や、台湾等の留学生などで形成された連盟、弁護団体や
法学者で構成された団体などから声明や請願という形で反対の意思表示が相次いだほか、野党は
もちろん与党内部でも反対の声があがるほど反対する声は多方面からあがった。

51）「第 68回国会参議院法務委員会会議録第 24号」、昭和 47年 6月 16日、2頁、前尾繁三郎国務
（法務）大臣による発言より。

52） 前掲書、昭和 44年 5月 27日、18頁、及び、前掲書、昭和 44年 6月 10日、1頁、西郷吉之
助国務（法務）大臣による発言より。

53） 前掲書、昭和 26年 10月 4日、第五章「退去強制の手続」第二節「収容」第三十九条と「出入
国管理法案」、昭和 44年 3月 31日提出、第六章「退去強制」第二節「違反審査」（収容）第
四十五条より。なお、ほかの三本の法案にも同様のことが明記されている。

54） 前掲書、昭和 44年 6月 10日、6頁、中川進政府委員（法務省入国管理局長）による発言より。
収容対象から除外される者については、昭和 44年と昭和 46年提出の「出入国管理法案」、及び、
昭和 47年と昭和 48年提出の「出入国法案」の第六章「退去強制」第二節「違反審査」（収容）
第四十五条第二項の一から三に明記されている。

55） 前掲書、昭和 47年 6月 2日、2頁、前尾繁三郎国務（法務）大臣による発言より。
56） 前掲書、昭和 48年 5月 11日、24頁、田中伊三次国務（法務）大臣による発言より。
「出入国法案」、昭和 48年 3月 17日提出、第七章「退去強制」第五節「収容」（収容令書による
収容）第四十八条より。

57）「出入国管理及び難民認定法」、平成元年 12月 15日改正、第五章「退去強制の手続」第二節「収
容」第三十九条より。本法は時代の潮流に合わせ、現在に至るまでに幾度も改正が重ねられてい
るが、本稿では現行法の基礎となっている平成元年の改正法を参照した。

58） 前掲書、昭和 47年 6月 2日、2頁、前尾繁三郎国務（法務）大臣による発言より。
59） 昭和 44年法案と昭和 46年法案では、第六章「退去強制」第三節「口頭審理及び異動の申出」（収
容）第五十二条第四項に、昭和 47年法案では、第六章「退去強制」第三節「審査、口頭審理及
び異動の申出」（収容）第五十二条第四項に、昭和 48年法案では、第七章「退去強制」第五節「収
容」（収容令書による収容）第四十八条第一項に明記されている。

60） 前掲書、昭和 26年 10月 4日、第五章「退去強制の手続」第二節「収容」（収容の期間及び場
所並びに留置の嘱託）第四十一条第一項より。

61） 前掲書、昭和 48年 5月 11日、25頁、吉岡章政府委員（法務省入国管理局長）による発言より。
62）「出入国管理及び難民認定法」第五章「退去強制の手続」第二節「収容」（収容の期間及び場所
並びに留置の嘱託）第四十一条第一項より。

63）「第 94回国会衆議院法務委員会議録第 15号」、昭和 56年 5月 22日、2頁、山本達雄説明員（法
務大臣官房参事官）による発言より。

64） 同上、1頁、鍛冶清委員と大鷹弘政府委員（法務省入国管理局長）による討論より。
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65） 同上、大鷹弘政府委員（法務省入国管理局長）による発言より。
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